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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

第１章 総 則  

 

第１条～第３条 （変更なし） 

 

 

－ 

第２章 保安管理体制 

第１節 組織及び職務 
 

（組織） 

第４条 （変更なし） 

 

 

－ 

（職務） 

第５条 機構（センターを除く。）において加工施設に係る保安活動を行う者の

各職位と職務は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 理事長は，加工施設に係る保安を総理する。 

(2) 統括監査の職は，加工施設の品質マネジメント活動に係る内部監査の業

務を行う。 

(3) 管理責任者は，第１６条の「5.5.2 管理責任者」に定める業務を行う。 

(4) 安全･核セキュリティ統括部長は，加工施設の本部の品質マネジメント

活動に係る業務，それに関する本部としての総合調整，指導及び支援の業

務並びに中央安全審査･品質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 

(5) 契約部長は，本部における加工施設に関する調達の契約に係る業務を行

う。 

(6) 人形峠環境技術センター担当理事（以下「センター担当理事」とい

う。）は，理事長を補佐し，センターにおける加工施設の保安を統理する。 

２ 所長は，加工施設において従業員以外の者に加工施設に係る業務を行わせる

場合は，契約の締結等に当たって，この規定を遵守させる措置を講じる。 

３ センターにおいて加工施設に係る保安活動を行う者の各職位と職務は，次の

各号に掲げるとおりとする。 

(1) 所長は，保安を統括する。 

(2) 副所長（技術担当）は，安全管理課長及び保安･技術管理課長の所掌す

る業務を統括する。 

(3) 副所長（事務担当）は，計画管理室長及び調達課長の所掌する業務を統

括する。 

(4) 廃止措置･技術開発部長は，施設管理課長及び廃止措置推進課長の所掌す

る業務を統括する。 

 

 

本文 

七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 

〔ページ 別-53〕 

加工事業許可申請書と整合は

図られている。 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

(5) 施設管理課長は，加工施設の運転・保守に係る業務（安全管理課長の所

掌する業務を除く。），加工施設の操作停止に関する恒久的な措置に係る業

務（廃止措置推進課長及び安全管理課長の所掌する業務を除く。），放射性

廃棄物の保管に係る業務（放射性廃棄物でない廃棄物の管理を含む。），核

燃料物質の貯蔵に係る業務，許認可申請に関する全体工程管理に係る業務，

他の濃縮施設を設置している加工事業者との技術情報の共有の事務に係る業

務及び廃止措置･技術開発部の他の課長の所掌に属さない業務を行う。 

(6) 廃止措置推進課長は，滞留ウラン除去設備及び分析設備の操作停止に関

する恒久的な措置に係る業務並びに加工施設の解体及び核燃料物質による汚

染の除去に係る業務を行う。 

(7) 計画管理室長は，加工施設の廃止措置に関する計画の調整に係る業務を

行う。 

(8) 調達課長は，センターにおける加工施設に関する調達の契約に係る業務

を行う。 

(9) 安全管理課長は，加工施設及び従業員等に係る放射線管理（環境放射線

モニタリングを含む。）及び安全管理に係る業務（放射線管理設備（エリア

用ＨＦモニタを除く。）の運転・保守を含む。），エリア用ＨＦモニタの操

作停止に関する恒久的な措置に係る業務，加工施設の保安に関する品質マネ

ジメント活動（安全文化の育成，維持及び関係法令等の遵守のための活動

を含む。）の推進の事務に係る業務並びに安全審査委員会，業務品質保証

推進委員会及び独立検査委員会の庶務に係る業務を行う。 

(10) 保安･技術管理課長は，非常事態の通報連絡及び体制の整備に係る業

務，周辺監視区域の管理に係る業務，センターにおいて火災が発生した場

合における消防機関への通報，消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現

場に到着するまでに行う活動（以下｢自衛消防活動｣という。）のための体制

の整備に係る業務を行う。 

(11) 核燃料取扱主任者補佐チームは，核燃料取扱主任者の職務を補佐する。 

４ 前項第２号から第４号までの職位の副所長及び廃止措置･技術開発部長を総

称して，以下「統括者」という。 

 

 

本文 

七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 

〔ページ 別-53〕 

加工事業許可申請書と整合は

図られている。 

 

第６条 （省略）（記載の適正化） 

 

 

－ 

第２節 核燃料取扱主任者  

 

第７条～第９条 （変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

第３節 委員会  

 

第１０条 （変更なし） 

 

 

－ 

（安全審査委員会） 

第１１条 センターに安全審査委員会を置く。 

２ 所長は，安全審査委員会の運営に係る規則を定める。 

３ 安全審査委員会は，所長の諮問を受け，加工施設の保安に係る次の各号に掲

げる事項を審議し，確認する。 

(1) 加工事業変更許可，廃止措置計画の変更の認可，設計及び工事の計画の

認可 

(2) この規定の改定 

(3) センター共通安全作業基準の制定・改廃 

(4) 廃止措置の実施計画 

(5) 核燃料物質の貯蔵計画及び放射性廃棄物の保管計画 

(6) 保安教育訓練の年間計画 

(7) その他所長の諮問する事項 

４ 安全審査委員会は，所長が指名した委員及び委員の中から所長が指名した委

員長をもって構成する。 
５ 所長は，安全審査委員会の答申を尊重する。 

 

 

本文 

七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 

〔ページ 別-53〕 

加工事業許可申請書と整合は

図られている。 

（業務品質保証推進委員会） 

第１２条 センターに業務品質保証推進委員会を置く。 

２ 所長は，業務品質保証推進委員会の運営に係る規則を定める。 

３ 業務品質保証推進委員会は，加工施設の品質マネジメント活動に係る次の各

号に掲げる事項を審議する。 

(1) 品質マネジメント活動に関する基本的事項 

(2) センターの品質マネジメントシステムに関する文書（二次文書）の制

定・改廃 

(3) その他品質マネジメント活動に関する重要事項 

４ 業務品質保証推進委員会は，所長を委員長とし，所長が指名した委員をもっ

て構成する。 

５ 業務品質保証推進委員会は，分科会を設けることができる。 

 

 

本文 

七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 

〔ページ 別-53〕 

加工事業許可申請書と整合は

図られている。 

 

第１３条～第１４条 （変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

第４節 従業員等以外の者に対する保安措置  

 

第１５条 （変更なし） 

 

 

－ 

第３章 品質マネジメントシステム  

 

第１６条 （変更なし） 

 

 

－ 

第４章 廃止措置の管理  

 

第１７条～第２０条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

第５章 加工施設の操作 

第１節 通則 
 

 

第２１条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第２２条～第２３条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

 

第２４条 （省略）（記載の適正化） 

 

 

－ 

 

第２５条～第２６条 （変更なし） 

 

 

－ 

第２節 操作上の留意事項  

 

第２７条～第３０条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

第３節 異常時の措置  

 

第３１条 （変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

第６章 核燃料物質等の管理  

 

第３２条～第３５条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

 

第３６条～第３７条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第３８条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

第７章 放射性廃棄物の管理  

 

第３９条～第４４条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

第８章 放射線管理 

第１節 区域管理 
 

 

第４５条～第４７条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

 

第４８条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)）（記載の適正化） 

 

 

－ 

 

第４９条～第５３条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

第２節 被ばく管理  

 

第５４条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第５５条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

 

第５６条～第５９条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第６０条～第６１条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

第３節 線量当量等の測定  

 

第６２条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

 

第６３条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第６４条～第６５条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

第４節 物品移動の管理  

 

第６６条 （変更なし） 

 

 

－ 

第９章 保守管理 

第１節 施設管理 
 

 

第６７条～第７１条 （変更なし） 

 

 

－ 

第２節 定期事業者検査  

 

第７２条～第７４条 （変更なし） 

 

 

－ 

第３節 保修及び改造  

 

第７５条～第７６条 （変更なし） 

 

 

－ 

第４節 使用前事業者検査  

 

第７７条～第７９条 （変更なし） 

 

 

－ 

第１０章 自衛消防活動  

 

第８０条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

第１１章 重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する活動  

 

第８１条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

第１２章 非常の場合に講ずべき処置 

第１節 事前対策 
 

 

第８２条～第８３条 （変更なし） 

 

 

－ 

第２節 初期活動  

 

第８４条 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

 

第８５条～第８６条 （変更なし） 

 

 

－ 

第３節 非常事態における活動  

 

第８７条～第８９条 （変更なし） 

 

 

－ 

第４節 原子力災害対策特別措置法に基づく措置  

 

第９０条 （変更なし） 

 

 

－ 

第１３章 保安教育訓練  

 

第９１条 （変更なし） 

 

 

－ 

第１４章 記録及び報告  

 

第９２条～第９３条 （変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

 

 

核燃料取扱主任者

廃止措置･技術開発部長
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安全･核セキュリティ統括部長 契約部長

人形峠環境技術センター所長

安全審査委員会

副所長(事務担当) 副所長(技術担当)

人形峠環境技術センター担当理事

理　事　長

統括監査の職

本部(監査プロセスを除く。)の管理責任者
(安全･核セキュリティ統括部長)

監査プロセスの管理責任者
(統括監査の職)

センターの管理責任者
(人形峠環境技術センター担当理事)

中央安全審査･品質保証委員会

業務品質保証推進委員会

独立検査委員会

 
 

 

第１図 保安組織 

 

本文 

七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 

〔ページ 別-53〕 

加工事業許可申請書と整合は

図られている。 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

 

 

第２図 品質マネジメントシステム体系図 （省略）（職位名の変更(第５条の

変更と同じ)） 

 

第３図 品質マネジメントシステムプロセス関連図 （変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

 

5.1　経営者の関与

情報入手及び伝達要領書（QMP-550）

核燃料取扱施設廃止措置管理要領書（QMP-721）

文書及び記録管理要領（QS-A01）

マネジメントレビュー実施要領（QS-P02）

施設･設備のグレード分け管理要領書（QMP-400）

設計管理要領書（QMP-700）

調達管理要領書（QMP-710）

教育・訓練要領書（QMP-600）

核燃料施設区域管理要領書（QMP-751）

個人被ばく管理要領書（QMP-752）

目的・目標管理要領書（QMP-500）

放射性廃棄物管理要領書（QMP-740）

文書･記録管理要領書（QMP-410）

事故対策規則（QMP-790）

不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領
（QS-A03）

原子力安全監査実施要領（QS-P03）

法令等登録･参照要領書（QMP-520）

放射性物質等管理要領書（QMP-730）

7.5　業務の実施

8.2.3　プロセスの監視及び測定

4.1　一般要求事項

7.1　業務の計画

8.2.2　内部監査（原子力安全監査）

7.6　監視機器及び測定機器の管理

7.4　調達

7.3　設計・開発

5.5.3　内部コミュニケーション

4.2.4　記録の管理

4.2.3　文書管理

5.5.1　責任及び権限

5.6　マネジメントレビュー

6.2.2　力量，認識及び教育・訓練

8.2.4　検査及び試験

核燃料物質加工施設品質マネジメント計画書
（QS-P01）

放射線作業管理要領書（QMP-753）

核燃料取扱施設保守管理要領書（QMP-760　）

放射線測定器管理要領書（QMP-755）

防護具の管理・取扱い要領書（QMP-756）

放射線測定管理要領書（QMP-754）

不適合並びに是正及び未然防止処置要領書（QMP-810）

監視機器及び測定機器管理要領書（QMP-770）

核燃料物質加工施設保安規定
本部（二次文書） センター（二次文書）

5.4.1　品質目標

業務類型書管理規則（17峠(規則)第22号）

7.2.3　外部とのコミュニケーション

6.3　インフラストラクチャ

6.4　作業環境

7.2.1　業務・原子炉施設等に対する
      要求事項に関するプロセス

核燃料取扱施設廃止措置管理要領書（QMP-721）

核燃料取扱施設保守管理要領書（QMP-760）

放射線測定器管理要領書（QMP-755）

防護具の管理・取扱い要領書（QMP-756）

放射性廃棄物でない廃棄物の管理要領書（QMP-741）

核燃料施設区域管理要領書（QMP-751）

放射線測定管理要領書（QMP-754）

防火管理規則（QMP-791）

情報入手及び伝達要領書（QMP-550　）

調達先の評価・選定管理要領（QS-G01）

（「7.1　業務の計画」と同様）

放射線測定器管理要領書（QMP-755）

中央安全審査・品質保証委員会の運営について
（QS-A04）

安全審査委員会規則（17峠(規則)第9号）

業務品質保証推進委員会規則（17峠(規則)第11号）

業務品質保証推進委員会分科会運営規則（17峠(規則)第14号）

不適合管理検討分科会運営規則（28峠(規則)第5号）

8.3　不適合管理

8.5.2　是正処置等

保安活動指標設定評価要領書（QMP-840）

独立検査委員会規則（令01峠(規則)第22号）

独立検査実施要領書（QMP-830）

安全文化の育成及び維持並びに関係法令等の遵守活

動に係る実施要領（QS-A09）

安全文化の育成及び維持並びに関係法令等の遵守に
係る活動規則（QMP-540）

品質目標の設定管理要領（QS-A11）

教育訓練管理要領（QS-A07）

業務の計画及び実施管理要領（QS-A12）

8.5.3　未然防止処置

ＣＡＰ活動実施要領書（QMP-811）

 
 

第４図 品質マネジメントシステム文書体系 

 

本文 

七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

(4) 

〔ページ 別-47〕 

加工事業許可申請書と整合は

図られている。 
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保安規定の変更（令和 3年 3月 2日申請） 加工事業許可申請書 説明 

 

 

第５図（１）～第７図 （変更なし） 

 

 

 

－ 

 

第１表 （省略）（記載の適正化） 

 

 

－ 

 

第２表～第１７表 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第１８表 （省略）（記載の適正化） 

 

 

－ 

 

第１９表～第２０表 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第２１表 （省略）（職位名の変更(第５条の変更と同じ)） 

 

 

－ 

 


